
交通規制（車両通行止め）に係るお知らせ 
 

○ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開・閉会式開催に伴い、10 月１日(土)、10 月 11

日(火)、10 月 29 日(土)、10 月 31 日(月)の４日間は、栃木県総合運動公園周辺におい

て交通規制を実施いたします。 

○ 交通規制区域（車両通行止め）を通るためには、「通行許可証」が必要ですが、通行許

可証をお持ちでなくても、交通規制区域内の住宅等に用件がある方（例：ごみ収集車、

郵便局員、運送業者、訪問医療、デイサービスの送迎等）については、警備員等が確認

した上で通行を許可します。 

○ 交通規制中は、現場の警備員等に、「交通規制区域内の住宅等に用件がある」旨を伝

えてください。 

○ 交通規制について御不明な点がございましたら、以下のお問合せ先に御連絡ください。 

 

 

 

【問合せ先】栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20号（県庁北別館） 

栃木県国体・障害者スポーツ大会局 

施設調整課 輸送・交通担当  枝 

TEL:028-623-3519 FAX:028-623-3527 

E-mail:shisetsuchosei@pref.tochigi.lg.jp 

 

 



このマークは音声コードです。スマート
フォンや専用読み取り装置を使って、
このチラシの内容を音声で聞くことが
できます。

通行自粛
のお願い
開・閉会式会場の

大変混雑します。
は栃木県総合運動公園周辺

●当日は交通規制を実施しますので、通行の自粛と迂回にご協力をお願いします。
※交通規制の詳細は裏面をご覧ください。
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※開・閉会式当日は、栃木県総合運動公園の駐車場を
使用することはできません。
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このチラシに関するお問合せ先
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会
事務局 ： 栃木県 国体・障害者スポーツ大会局施設調整課
　　　　TEL ： 028-623-3519

　　　　               8:30～17:15（土・日・祝を除く）

音声コード

交通規制のお知らせ

https://www.tochigikokutai2022.jp

HPも見てね！
スマートフォン対応！

2022とちぎ国体

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会の情報はＨＰをご覧ください！！
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交通規制計画

規制内容
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※９月上旬に事前予告看板を設置して周知を行います。

・ここの交差点からのみ規制区域内に入
退場が可能です。
・警備員等に「交通規制区域内の住宅等
に用件がある」と伝えてください。
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